
本巣市公示第２２号

本巣市学校給食センター調理業務等委託について、公募型プロポーザルを実施するので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６の規定により、次のとおり

公告する。

令和５年５月９日

本巣市長 藤原 勉

１ 業務概要

（１）業務名 第２期本巣市学校給食センター調理業務等委託

（２）業務内容 仕様書のとおり

（３）履行期間 令和５年９月１日から令和８年８月３１日まで

ただし、契約締結の日から令和５年８月３１日までの間は、準備期間

とする。

２ 参加資格

本業務のプロポーザルに参加する事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とす

る。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。

（２）市の入札参加資格者名簿に登録されている者（以下「有資格者」という。）であるこ

と。ただし、有資格者でない者については、参加表明書（兼参加資格審査申請書）の

提出時に入札参加業者選定要綱（平成１６年本巣市訓令甲第１８号）に基づく入札参

加資格審査申請書を提出し、審査を受け、参加資格審査時までに有資格者となること。

（３）岐阜県内に本社、支社、支店、営業所または事業所のいずれかを有し、即時的な対

応の体制が執れること。

（４）これまで、学校給食調理業務において、１日の調理食数が４，０００食以上で、炊

飯業務及び食物アレルギー対応調理の実績と能力を有し、１献立３～４品目の学校給

食調理施設での調理業務を受託し、３年以上履行した実績（履行中のものを含む。）が

あり、業務を誠実かつ円滑に遂行できる知識及び経験が豊富な人材を有する法人また

はその他団体であること。

（５）学校給食に深い理解を有し、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第２条に規

定する学校給食の目標達成に協力的であり、食物アレルギー対応給食の提供について

も理解していること。

（６）学校給食に関する安全衛生管理について、十分な能力を有していること。



（７）学校給食調理業務において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）の規定によ

る営業停止等の処分を過去３年以内で受けていないこと。

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申し立てがな

されていないこと。

（９）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申し立て

がなされていないこと。

（１０）市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置

を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。

（１１）国税及び地方税を滞納していないこと。

３ 手続き等

（１）本巣市学校給食センター調理業務等委託プロポーザル実施要領（以下「実施要領」

という。）等の配布

実施要領、各種様式及び仕様書等は、本巣市ホームページにおいて公表するので、

適宜ダウンロードすること。

（２）現地見学会、参加表明書・提案書等の提出方法、提出期限及び提出先等の詳細につ

いては、実施要領を参照すること。

４ 連絡先

本巣市学校給食センター

〒501-0413 岐阜県本巣市見延１４１４番地５７

電 話：058-324-2342 ＦＡＸ：058-324-1331

メール：motosushi-sl@city.motosu.lg.jp

５ その他

（１）参加事業者は、参加表明書（兼参加資格審査申請書）の提出をもってこの実施要領

等の記載内容を承諾したものとみなす。

（２）参加事業者から実施要領等に基づき提出された書類は、提出期間に限り補正するこ

とができる。ただし、提出期間終了後は変更することができないものとし、また、そ

の理由の如何に関わらず提案書等の返却はしない。

（３）その他詳細は、実施要領によるものとする。


